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効果的な産業用地開発を実現するためには、多くの関係者・機関の理解・協力が必要であることから、
以下を目的とし、途中経過を説明する。

①策定の背景や検討の方向性を示す。
②意見交換のきっかけとする。
③効果的な産業用地開発の機運を高める。

(2) 説明趣旨



１ ビジョン策定の背景と目的
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6１-１ ビジョン策定の背景

「長野市産業立地ビジョン」を策定

未来法を活用

更なる産業用地が必要

民間主体によるエムウェーブ南産業用地開発事業に着手

基本計画へ位置付け基本計画へ位置付け

土地利用調整計画策定土地利用調整計画策定

農振除外・地区計画策定農振除外・地区計画策定

地域未来投資促進法の運用期間 延長見込み

堅調な事業用地ニーズ
企業の生産拠点
国内回帰の動き

人口減少、
若年世代流出

そのため

環境の変化に対応

〇 地域未来投資促進法に基づく基本計画の計画期間：令和５年３月３１日まで （その後、１年間延長）



地域企業の成長地域企業の成長

産業の新陳代謝産業の新陳代謝

多様な産業集積多様な産業集積

競争力の強化競争力の強化産業用地が必要
基盤となる

県都として 長野圏域
の「産業の拠点」、

「働く場」であり続ける

したい都市

若い世代が戻って
きたい、働き・暮ら
したい都市

7１-２ ビジョンの方向性

新たな雇用創出

仕事の選択肢増加

行政サービス向上

都市としての持続可能性を高める都市としての持続可能性を高める



•本市の産業
•立地ニーズ
など

現状

把握

・本市の
産業振興に
寄与する
産業立地の
あり方

分析

•効果的な
産業立地

•産業用地
確保・整備

方針

8１-３ ビジョンの目的と趣旨

都市としての
持続可能性を

高める

●効果的な産業立地とそれを可能にする産業用地確保・整備の実現に向けて
・多くの課題解決が必要不可欠

目指す姿を共有（＝ビジョン）

目指す
産業集積

都市計画
との調整

農地保全
との調整

既存の
工業用地
との関係

事業手法
の検討

候補地の
選定

地権者・住民
の

理解・協力

庁内外、多くの関係者や機関の理解や協力が必要



２ 統計からみた本市の産業
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 卸売業・小売業は事業所数、従業者数ともに最も多い
→（１） 事業所数・従業者数

 製造業は生産額、付加価値額、事業所規模が大きい
→（１） 事業所数・従業者数、（2） 生産額・付加価値額

 情報通信業は、県・全国と比較して、市内総生産に占める割合が高い
→（３）市内総生産×特化係数

 製造業の中でも、電子部品・デバイス、情報・通信機器は、
稼ぐ力（生産額シェア・移輸出額）が大きい

→（４） 修正特化係数、（５） 純移輸出額、（6） 雇用者所得構成比

 情報通信業、電子部品・デバイス、情報・通信機器、その他製造業は他産業へ
与える影響が大きい
→（７） 影響力係数・感応度数

10２-１ 統計からみた本市の産業

・情報通信業 → オフィスの確保が必要

・電子部品・デバイス、情報・通信機器、その他製造業 → 立地を可能にする産業用地が必要



11２-２ 統計からみた本市の産業（資料）

（１） 事業所数・従業者数 本市産業事業所数、従業者数が多いのはどの産業か？
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（資料）総務省・経済産業省「令和３年経済センサス-活動調査」

 卸売業・小売業は事業所数、従業者数ともに最も多い
 従業者数は、医療,福祉が次いで多い
 従業員数が３位の製造業は、事業所数が少なく、１事業所あたりの従業員規模が比較的大きい



12（2） 生産額・付加価値額 稼ぎ頭（生産額・付加価値額）の産業は何か？

【付加価値額】が大きい産業
⇒付加価値が地域住⺠の所得や
地方税収の源泉になるため、
地域において中心的な産業といえる

【生産額】が大きい産業
⇒経済規模の大きい産業

 製造業は生産額・付加価値額が
ともに大きいが、生産額あたりの
付加価値額が小さく、高付加価値化
が課題



13（３）市内総生産×特化係数 長野市が特化している産業は何か？

 情報通信業は、長野県・全国と
比較して、市内総生産に占める
割合が高い

 卸売・小売業は、生産額が大きく、
特化係数も高い

 製造業は、生産額は大きいが、
特化係数が低い



14（４） 修正特化係数 地域の得意な産業（生産額シェアが全国より比較優位な産業）は？
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１以上は全国平均より高い（集積している）産業を意味する

修正特化係数が高い
⇒地域の得意（比較優位）な産業

 上位５業種中３業種が製造業（電子部品・デバイス、印刷業、情報・通信機器）

（資料）環境省、株式会社価値創造研究所「長野市の地域経済循環分析(2018年版)」
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15（５） 純移輸出額 域外から所得を獲得している産業は何か？

純移輸出額がプラス
⇒域外への支払額よりも域外からの
受取額の方が多く、域外から所得を
獲得できる強みのある産業

 小売業、製造業（電子部品・デバイス、情報・通信機器）、情報通信業が上位である
（公務、金融・保険業を除く）

域外に所得が
流出している産業

（資料）環境省、株式会社価値創造研究所「長野市の地域経済循環分析(2018年版)」



12.9%

9.6% 9.4%

7.6%
7.2%

6.1%
5.6% 5.4% 5.2%

4.7%
4.0%

3.3% 3.2%
2.4%

1.8% 1.5% 1.4% 1.2%
0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

保
健

衛
生

・
社

会
事

業

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業

小
売

業

情
報

通
信

業

公
務

運
輸

・
郵

便
業

建
設

業

金
融

・
保

険
業

卸
売

業

教
育

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス

食
料

品

は
ん

用
・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

情
報

・
通

信
機

器

電
気

業

廃
棄

物
処

理
業

そ
の

他
の

不
動

産
業

金
属

製
品

鉄
鋼

住
宅

賃
貸

業

印
刷

業

そ
の

他
の

製
造

業

ガ
ス

・
熱

供
給

業

電
気

機
械

農
業

水
道

業

パ
ル

プ
・
紙

・
紙

加
工

品

非
鉄

金
属

窯
業

・
土

石
製

品

林
業

輸
送

用
機

械

繊
維

製
品

化
学

鉱
業

石
油

・
石

炭
製

品

水
産

業

産
業

別
雇

用
者

所
得

構
成

比
（
％

）

長野市 全国

16（6） 雇用者所得構成比 雇用者所得の多い産業は何か？

 情報通信業、電子部品・デバイス（製造業）、情報・情報通信機器等の構成比が、全国と比べて高い

（資料）環境省、株式会社価値創造研究所「長野市の地域経済循環分析(2018年版)」

雇用者所得の多い産業



17（７） 影響力係数・感応度数
消費や投資の増加によって他産業に大きな影響を与える産業は何か？
また、逆に影響を受ける産業は何か？

（資料）環境省、株式会社価値創造研究所「長野市の地域経済循環分析(2018年版)」
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 影響力係数が高い（グラフの右側にある）産業の消費や投資を促すことで、他産業の売上増加につながる

【感応度係数】
全産業に消費や投資が増加した場合に、
当該産業が受ける相対的な影響の強さを表す

【影響力係数】
当該産業に消費や投資が増加した場合に、
産業全体に与える相対的な影響の強さを表す

他産業の影響を受けにくく、
与えにくい産業

他産業の影響を受けやすく、
与えやすい産業

他産業の影響を受けやすく、
与えにくい産業

他産業の影響を受けにくく、
与えやすい産業



３ 立地ニーズについて
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（資料）経済産業省「工場立地動向調査」

19３ 立地ニーズの状況

（資料）一般社団法人日本立地センター

「2022年度新規事業書立地計画に関する動向調査 結果概要」

微増傾向

（1） 全国の立地動向

増加傾向

国内事業拠点に関する立地計画
（新設・増設・移転）の推移全国の工場立地件数と面積の推移

 立地件数、面積及び立地計画ともに増加傾向にあり、立地ニーズは高まっている



20（2） 立地先としての長野県

自社の拠点・機能の移転先を検討する場合の
最も可能性の高い候補地
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（資料）関東経済産業局 地域経済部

「令和３年4月 地方移転に関する動向調査結果【詳細版】」
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（資料）経済産業省「令和４年工場立地動向調査」

（注）H25～R4年の10年間における研究所立地件数の合計件数が４件以上の府県を抜粋

過去10年間における研究所立地件数

候補地
としての魅力

 候補地・立地実績ともに長野県は全国上位



４ 可能性検討エリア
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22産業用地確保と土地利用について

（１） 土地利用体系図

原則として開発行為が制限

土
地
利
用
基
本
計
画〈
国
土
利
用
計
画
法
〉

都
市
地
域

森
林
地
域

自
然
公
園
地
域
自
然
保
全
地
域

〈都市計画法〉

〈農振法〉

市街化区域

市街化調整区域

農用地区域

その他

その他

都市計画区域

農業振興地域
農
業
地
域

（1,000㎡以上等の開発行為の制限）

（原則として開発行為の制限）

（3,000㎡以上等の開発行為の制限）
その他
用途地域

・原則として開発行為の規制
・農用地利用計画で指定された用途以外の用途への転用の制限

・農振計画の達成に支障を及ぼす恐れがあると認められる
開発行為への勧告・公表

農業振興地域

農用地区域

（5,953ha）
市街化調整区域

今後概ね10年以上に
わたり農業上の利用を
確保すべき土地の区域

（14,208ha）

（43,536ha）

（8,513ha）

今後概ね10年以上にわたり総合的に農業の振興を
図るべき地域

すでに市街地を形成し
ている区域
及び概ね10年以内に
優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域

市街化区域

市街化を抑制すべき区域

【参考】
都市計画区域と農業振興地域

都市計画区域
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【土地利用構想】
→（土地利用の現況と課題）
「人口減少の進行などの社会情勢の変化による・・・・・・都市的土地利用の需要が減少しています。」

→（土地利用の基本方針）
「都市的土地利用については、・・・低・未利用地や既存ストックの有効活用などを促進します。」

長野市都市計画マスタープラン

〈基本方針〉
・コンパクトな街の形成のための土地利用の誘導

〈主な施策〉
・市街地の区域は現状の市街化区域を基本とし、市の
上位計画と整合し、その方針に沿った施策として位置
づけられた事業区域を除き、線引き見直しによる市街
化区域への編入は行わない。

長野農業振興地域整備計画

〈土地利用の方針〉
・良好な農地を保全するため、開発型から保全型への 土地
利用に転換し、市街地の外延的な拡大を抑制し、農地のも
つ多面的機能の維持増進に努めながら、秩序ある土地利用
の誘導を図る。
〈内容〉
・農用地区域の設定
→ 農業上の利用を図るべき土地の区域を設定している

第五次長野市総合計画

【原則】 産業用地確保は、市街化区域（工業系用途地域）で行う

（2） 本市の土地利用方針



24

箇所 面積（ha） 用途地域 状況等
豊野町浅野① 1.48 工業地域 浸水想定区域（10〜20ｍ未満）である

豊野町浅野② 1.03 工業地域 浸水想定区域（10〜20ｍ未満）である

富竹① 1.20 工業地域 農薬の製造販売を行っている企業が所有し、
隣接する工場と一体的に利用されている

富竹② 2.82 準工業地域 大手酒造会社が所有し、ブドウ園として利用されている

川合新田 1.63 工業地域 氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域を含んでいる

松代町東寺尾 1.15 準工業地域 浸水想定区域（5〜10ｍ未満）である

市街化区域内で、一定規模以上の産業用地を確保することは困難

今後、産業用地開発については、
市街化調整区域（農地含む）での土地利用も検討していく

(3)可能性検討エリアの抽出にあたっての土地利用方針

市街化区域（工業系用途地域）内で、１ha以上のまとまった土地を調査



25

都市計画区域内において、産業用地開発の可能性がある場所を抽出するため、国土数値情報等のオープンデータを
活用し、可能性検討エリアを選出した。

【抽出条件】（全てを満たす）

✔ 災害の危険性（土砂災害特別警戒区域、洪水浸水想定区域(３m以上）を除く）

✔ 交通アクセスの容易性 （国県道の中心から500m以内 または 高速道路ICから５km以内である）

✔ 宅地造成の容易性 （平坦地及び緩傾斜地である）

✔ 保安林、国有林を除く

① メッシュ分析による抽出

９箇所の可能性検討エリアが選出（Ｐ27参照）

③ 結果

✔ 産業用地として、一団の面積（概ね20ha）が確保できる箇所

② 事業性による選別

(4)可能性検討エリアの選出
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• 抽出条件により産業用地開発の可能性がある場所として、浮かび上がったエリア
• 中間報告で公表（9エリア）

調査調査
• 産業用地開発の可能性を調査、整理

評価評価
• 調査結果を踏まえ、産業用地開発の可能性や効果等を評価

候補エリア候補エリア
• 評価結果を踏まえ、産業用地開発の方向性等を示すエリア
• ⻑野市産業立地ビジョンで公表（複数エリア）

長
野
市
産
業
立
地
ビ
ジ
ョ
ン

具体的な候補地や事業主体・手法については、引き続き検討

可能性検討
エリア

(5) 可能性検討エリアの位置づけ



【可能性検討エリアの位置づけ】
　この資料は、長野市産業立地ビジョンの中間報告にあたり、候補エリア選定の途中経過として選出した「可能性検討エリア」を示すものである。
　これらのエリアについては、今後、産業用地開発の可能性を調査し、将来的な開発の候補エリアとしていく基礎となるものである。
　したがって、これらのエリアにおける産業用地開発の実施が確実に見込まれているものではなく、また、開発を実施する場合における実施主体についても今後の検討事項である。
  これらのエリアは、市街化調整区域において、次の抽出条件によるメッシュ分析をもとに選出したものである。

　［抽出条件］
　　✔ 災害の危険性（土砂災害特別警戒区域、洪水浸水想定区域(３m以上）を除く）
　　✔ 交通アクセスの容易性 （国県道の中心から500m以内 または 高速道路ICから５km以内である）
　　✔ 宅地造成の容易性 （平坦地及び緩傾斜地である）
　　✔ 保安林、国有林を除く
　　かつ、産業用地として、一団の面積（概ね20ha）が確保できる箇所

別添参照



５ 今後のスケジュール
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R5年度 R6年度

９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

庁議

議会

商工業振興・
雇用促進審議会

作
業
内
容

産業立地の
あり方

候補エリア

既存工業系
用途地域の
有効活用

事業主体
・手法

公表

アンケート・ヒアリング調査等

調査・分析・検討

可能性検討エリアの
調査・評価

候補エリア選定

調査・検討

産業用地整備手法・主体の整理

審議会
（産業立地ビジョン(案））

パブコメ

修
正 公表

審議会
（策定の経緯と今後の方針）

可能性検討エリア抽出

政策説明会
（産業用地整備方針等について）

情報提供
政策説明会

（産業立地ビジョン(素案））

（産業用地整備方針等について） （産業立地ビジョン(素案）） （決定）

５ 今後のスケジュール

審議会

審議会で説明



【お問合せ先】

長野市商工観光部商工労働課

・T E L   ：026-224-6751

・E-mail : kigyo-richi@city.nagano.lg.jp

mailto:kigyo-richi@city.nagano.lg.jp

